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市川市市民活動団体事業補助金について 
【目 的】 

この補助金は、市民活動団体が主催する活動に対し、自立した運営が出来るよう財政的な

支援を行うとともに、市民参加の促進を図ることで、市民福祉の増進につなげることを目的とし

ています。 

   以下のような地域や対象が限定される団体や活動は対
・

象
・

外
・

です 

・主に団体の会員相互の扶助を図る、親睦を深めるなどの活動をされている団体

（例：マンション管理組合、自治会、町会、商店会など）

・団体の構成員だけの利益となる活動、その者の活動を支援することを目的とする団体

（例：サークル活動、後援会、ファンクラブなど）

→ 市民に利益を供与・増進できる事業ビジョンを有することや、市民の利益を目的と

するため、広く市民が参加できるよう呼びかけをしていることが求められます。

【概 要】 

市民活動団体が自主的に行う社会貢献活動の費用を一部補助します。(原則 3 回まで) 

【審 査】 

市が税金を使って補助するにふさわしい、市民の理解が得られる事業や経費であることが

重要となるため、「市民に公益上の効果が見込まれるか」などの視点を審査する、審査会を設

けています。 

【申請時の留意事項】 

当補助金制度の主旨は、財政的支援により団体の自立を促進していくことにあります。 

補助回数は団体の自立的な発展のため、原則 3 回までとし、4 回目以降は審査会に継続

が認められた場合に限ります。 

申請するにあたっては、自主財源での事業実施を視野に、経費を含めた事業内容を十分精

査のうえ、必要な場合に限りご申請ください。 

  また、不足書類、記載事項に不備のないよう、「交付申請時のチェックリスト」（P.34）を用い

て、提出前に申請書類の内容を必ずご確認ください。 
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今年度のスケジュール（予定含む） 

 

※原則、追加（二次）募集は行いません。 

事業完了後、速やかに実績報告書の提出をお願いいたします（最長でも３月３１日まで） 
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１ 対象団体 

 

補助の対象となる団体は、次の「要件１」と「要件２」の全てを満たす団体です。 

【要件１】 市民活動団体であること （条例第 2 条） 

福祉、環境、文化、スポーツ、青少年育成その他の社会貢献に係る分野の活動（不特定かつ

多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものに限る。）のうち、規則で定める分野

の活動を行うことを主たる目的とする団体（団体を構成する者の相互扶助を図り、又はその者

の活動を支援することを実質上の目的とするものと認められる団体を除く。）であって、営利を

目的とせず、次の（ア）～（ウ）の全てに該当するもの。 

（ア）宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするも

のでないこと 

→ 宗教上の教えを広める、宗教上のルールに従って行われる儀式や行事を行う、教義を学ばせ理解

させようとすることを団体活動の主たる目的としている場合は申請できません。  

  

（イ）政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと 

→ 共産主義、社会主義、資本主義のように、政治によって実現しようとする基本的、恒常的、一般的

な原理や原則 を推進したり、支持したり、反対することを団体活動の主たる目的としている場合

は申請できません。  
  

（ウ）特定の公職の候補者、若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反対

することを目的とするものでないこと 

→ 国会議員、地方公共団体の議会議員又は首長の職の候補者等である「人」や「政党」について、

選挙において当選させたり、落選させたりするようなこと。例えば、特定の候補者を推薦する後援

会活動を行ったり、特定の政党 を応援したりするなどの選挙運動を行うことを団体活動の目的と

している場合は申請できません。これは(ア)、 イ 2)と違い、従たる目的としている場合でも申請で

きません。 
※規則で定める２０の分野 

⑴ 保健、医療又は福祉の増進 ⑾ 国際協力 

⑵ 社会教育の推進 ⑿ 男女共同参画社会の形成の促進 

⑶ まちづくりの推進 ⒀ 子どもの健全育成 

⑷ 観光の振興 ⒁ 情報化社会の発展 

⑸ 農業又は水産業の振興 ⒂ 科学技術の振興 

⑹ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興 ⒃ 経済活動の活性化 

⑺ 環境の保全 ⒄ 職業能力の開発又は雇用機会の拡充に対する支援 

⑻ 災害救援活動 ⒅ 消費者の保護 

⑼ 地域の安全の確保 ⒆ 前各号に掲げる分野の活動を行う団体に対する支援 

⑽ 人権の擁護又は平和の推進 ⒇ 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める分野 
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【要件２】 次に掲げる要件を全て満たすこと （条例第 3 条） 

(１) 市内に主たる事務所を有し、かつ、市内において活動をしていること 

(２) 市民活動団体の目的、名称、その行う活動の種類及び活動に係る事業の種類その他  

規則で定める事項を記載した規約、会則、定款等（以下「規約等」という。）を有している

こと（P.１８参照） 

(３) ５人以上の者で構成されていること 

(４) 申請書の提出時において、１事業年度以上継続して活動していること（任意団体から

NPO 法人に組織を変更した場合を含む） 

(５) 法令、条例等に違反する活動をしていないこと 

(６) 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと 

(７) 申請書の提出に係る年度から起算して５年以内に、偽りその他不正の手段により補助金

の交付の決定を受けたことにより当該決定の全部又は一部を取り消されていないこと 

(８) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団並び

に同条第６号に規定する暴力団員及び市川市暴力団排除条例第９条第１項に規定する

暴力団密接関係者が市民活動団体の代表者、役員その他これらと同等の責任を有する

者として当該市民活動団体の事業活動の支配をしていないこと 
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２ 対象事業 

 

補助の対象となる事業は、申請年度内に実施される事業で、次の要件を全て満たし、かつ、

実施基準の全てに適合するものです。 

 

申請できる事業は、各団体につき同一年度内において１事業のみです 

申請する事業が変わっても目的が変わらない場合は同一事業として扱います 

（例）福祉目的の団体が、今年度に講演会、次年度に慰問活動を申請する場合、 

同一事業とします。 

【事業要件】補助金の交付をうけることができる事業（条例第 4 条） 

（１） 規則で定める２０分野の事業であること 

（２） 市内において実施するものであること（市内に活動拠点があり（市の市民が中心となり）、

その活動が市の PR やイメージアップ又は市川市民の生活に何らかの形で貢献するもの）

※市外での活動（例：市外のキャンプ場での野外活動）や、インターネットによる事業開催

も、第一義的に市川市民にとって価値ある情報の提供、又は市川市民を対象にした内容

であると認められる場合には対象となります。 

（３） 営利を目的としないものであること 

（４） 市民を主たる対象とするものであること 

（５） 団体を構成する者のみを対象とするものでないこと（障がい者向けの団体などで、安定

した団体運営のために会員制を採用している場合は対象となります。） 

（６） 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成するものでないこと 

（７） 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと 

（８） 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推進し、支持し、又はこれらに反

対するものでないこと 

（９） 補助金の交付を受けようとする年度に本市から助成金その他相当の反対給付を受けな

い給付金の交付を受けていないこと 

（１０）規則で定める分野の事業の実施に係る基準（実施基準）に適合していること 

【実施基準】（事務取扱基準第 8 条） 

（１）市の税金を使って補助金を出すのにふさわしい市民の理解が得られる事業であること 

■事業実施団体として 

市民が日頃の生活の中で抱えている課題や問題を、自主的自発的に解決、改善しようとしている 

※国外や日本全体に及ぶ問題は当該補助金の対象とならない場合があります 

■事業に参加する市民から見て 

団体の規約等に定められた目的と合致した事業で、地域の課題や問題が解決されると感じられる。 
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※スポーツ大会や演奏等、会員の活動を発表する事業は、市民の観覧や参加が可能な環境を備え

ていることが必要 

（２）目的を達成できる見込みのある事業であること 

（３）広く市民が参加できように広報等で呼びかけをしていること 

（４）事業規模に合う実施場所や実施時期、スケジュールが計画されていること 

（５）費用が適切に積算され、資金計画に問題がないこと（補助金以外の収入確保がなされている） 

（６）事業の参加予定人数に対し、主催する団体側の人員を十分配置できること 

（７）専門的な知識や技能を持つ方を講師等としてお招きする場合は、団体の構成員以外に、20

人以上の市民が参加する事業であること。（福祉目的で、事業の計画的な運営のために会員

制を採用している事業（例：障がい児・者の水泳療育等）は除く。） 

 

３ 補助金額 

 

補助金額は次の表のとおりで、審査会の審査を経たうえ、予算の範囲内で決定します。 

補助申請回数 補助金額 限度額 

１回目から３回目 補助対象経費の合計額の 1/2 30 万円 

4 回目以降 補助対象経費の合計額の 1/2 15 万円 

※4 回目以降は、審査会による補助の継続が認められた場合に限ります。 

※算出した補助金額と補助対象事業に係る収入の合計額が事業に要する経費の合計額を超える

（収入＞支出となる）場合は、その超える額を補助金額から控除します。 

※算出した補助金額に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。 

 

４ 補助対象経費 

 

補助対象事業に要する経費のうち、補助の対象となる経費は、次の表のとおりです。 

対象となるのは、原則として、交付決定日（令和７年 4 月 1 日）以降に支出される経費です。 

（例：決定日が 4 月 1 日の場合、3 月 31 日以前に支出されたものは対象外） 

実績報告時、領収書等で支出された日付を確認させていただきます。 

やむを得ない理由から、令和７年３月３１日以前に支出する見込みの経費がある場合は、必

ず事前にご相談ください。（例：４月に実施する事業に係る保険料、会場使用料の前金等） 

 

なお、あくまでも、事業遂行のために直接要する経費が対象となり、団体の維持・運営などに

要する経費（団体会員の人件費、事務所の家賃、光熱水費、備品購入費、HP 維持費等）や、

他の事業に 流用可能と思われるものは対象外です。 
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対象経費の Q&A は P.１６をご確認ください。 

項目 対象となる経費 備考 

報償費 

★ 

①講演会、講習会、研究会等を行う場合

に依頼する講師等に対する報酬、謝礼等 

②臨時に必要とする専門的な技能、知識

等を有する専門員等に対する報酬、謝礼

等 

＊事業実施団体やその構成員

に対するものは除く 

＊事業実施当日に係るものに

限る 

＊20 人以上の市民が参加する

ものに限る 

（証明する手段、方法を取っている 

ex.アンケート等で、市民の参加人数を把握する） 

＊一人 1 回 5 万円（交通費含

む）を限度とする 

交通費 ①交通費の実費相当額 

②事業実施に不可欠な自動車等の駐車

料金 

③公共交通機関がない場合又はそれを

使用するよりも明らかに経済的である場

合において使用するタクシー等公共交通

機関以外の運賃 

＊事前の打合せ、練習その他準

備に参加するために生ずる交

通費の実費相当額を除く 

＊出金伝票又は内訳に署名ま

たは個人印が押印された一覧

表の提出を要す 

消耗品費 

★ 

税抜き単価 1 万円未満の物品、材料等

の購入に要する費用 

＊参加者に対するメダルその他

記念品の購入に要する費用を

除く 

＊事前の打合せ、練習その他準

備のために生ずる費用を除く 

印刷製本費 

★ 

文書、パンフレット等の印刷及び製本に

要する費用 

＊事前の打合せ、練習その他準

備のために生ずる費用を除く 

＊事業に要する経費の総額の

2 割に相当する額（1 円未満切

り捨て）を限度とする 

通信運搬費 

★ 

通知、資材等の送付等に要する費用 ＊事前の打合せ、練習その他準

備のために生ずる費用を除く 

＊電話料金、FAX 料は除く 

保険料 事業の実施に伴う傷害又は損害を対象

とする賠償保険の加入に要する費用 

 

使用料及び

賃借料 

★ 

会場等の使用料並びに車両及び機材の

借上料（当該車両の借上げに伴う燃料

費で市長が必要と認めるものを含む。）、

＊事業実施団体やその構成員、

それらの関連団体に対するもの

は除く 
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事業当日において使用した Web 会議シ

ステム料（必要性を認められた場合にお

いて当該月分のみ） 

＊事前の打合せ、練習その他準

備のために生ずる費用を除く 

＊公の施設使用料減額の対象

とされた場合を除く 

原材料費 

★ 

物品の生産に係る原材料の購入に要す

る費用 

＊事前の打合せ、練習その他準

備のために生ずる費用を除く 

そ の 他 の 経

費 

その他補助対象事業に必要な経費で、

市長が審査会の審査を踏まえて必要で

あると認めるもの 

 

 

【留意事項】 

１．予算項目を別の経費項目に流用することは認められません。 

 

２．事業遂行のために直接要すると認められない経費や食糧費、他に流用が可能な物品の購入 （備

品購入費）等は補助対象になりません。  

  

３．加盟団体等へ支払う費用（上部団体に支払う会費等）は対象となりません。  

  

４．準備、打ち合わせ、練習等に関する経費について   

※ 慰問当日に行う練習、コンサートの前日リハーサルに関する経費は補助対象経費とします。  

※ 事業の実施に不可欠な行為（許認可申請等）に関する費用は補助対象経費とします。  

  

５．審査会の審査を踏まえ市長が認めるその他の経費は、たとえば障がいを持つ方が訓練の一環とし

て外で食事をしながら交流を図る事業など、福祉目的に限定した交流会飲食費用を想定していま

す。 （ただし、１人あたり６００円が限度／参加者から費用の徴収を行っている／団体構成員を除く

市民 参加者に限定とし、名簿等の提出が必要になる場合があります）  

  

６．★マークのついた項目は、４回目からの申請時には、過去３回の実施結果、その他の状況を勘案

し、 審査会の結果を踏まえ市長が特に必要と認めた場合に限り対象となります。  

  

７．報償費において、所得税法２０４条に該当する報酬にあたる場合、源泉徴収をする必要があります

ので注意をしてください。また、補助対象事業を行うにあたり、税に関する手続きについて、適切に

行う必要がありますので、適宜税務署に確認をして下さい。  

  

８．スポーツ大会やコンテスト等でのトロフィー、メダル、賞状、また参加賞など参加者に与えられる記 

念品となるものや、その作成に関わる費用（消耗品費、原材料費、印刷製本費等）は全て補助対象

経費とはなりません。 
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５ 補助金の交付時期 

 

補助金は、以下パターンで交付時期が異なります。 

（P.２今年度のスケジュールを参照ください） 

 

【概算払交付請求書での交付】 

事業完了前に交付決定額を交付します。 

※事業完了後、交付確定額をもとに、精算を行います。（返金が発生する場合あり） 

 

【交付請求書での交付】 

事業完了後、交付確定額を交付します。 

 

６ 事業期間 

 

補助対象事業の期間は、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までです。 

 

７ 提出書類 

 

申請に必要な書類は、次のとおりです。 

提出前に、「交付申請書類 提出用チェックリスト」（P.３４、３５）で申請書類の内容を必ずご

確認ください。 

【市で定める様式】 

（１）市民活動団体事業補助金交付申請書（様式第１号） 

（２）団体概要調書（様式第２号） 

（３）事業計画書（様式第３号） 

（４）収支予算書（様式第４号） 

（５）社会貢献活動の割合を示す令和 6 年度の事業報告（その他市長が必要と認める書類） 

（６）団体要件・事業要件に関する宣誓書（その他市長が必要と認める書類） 

（７）交付申請書類 提出用チェックリスト 
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【団体任意の様式】 

（8）規則、会則、定款等の写し 

（9）団体の事業報告書（令和 6 年度に係るもの、かつ団体の総会等で使用したもの） 

（10）団体の決算書の写し（令和 6 年度に係るもの、かつ団体の総会等で使用したもの） 

※（８）（９）は後日でも構いませんので、必ずご提出をお願い致します。 

 

８ 申請受付期間・申請方法 

申請受付期間及び申請方法は、次のとおりです。 

 

（１）受付期間 ： 期間を過ぎた申請は受付できません 

令和 6 年１２月７日（土）から令和７年１月１４日（火）まで 

     

（２）申請方法 

NPO・市民活動支援課までメール送付（推奨）または郵送 

〒２７２－8501 

市川市八幡 1－1－1 ／ volunteer-support@city.ichikawa.lg.jp 

 

９ 交付決定 

 

申請いただいた内容を審査した後、交付決定又は不交付決定について申請者に通知します。 

 

１０ 概算払いに係る提出書類 

 

交付決定通知後、補助金の交付（概算払い）を申請する場合に必要な書類は、次のとおり

です。 

 

（１）概算払い交付請求書（様式第１６号） または 交付請求書（様式第 15 号） 

※団体名義の口座が必要です（個人名義の口座には振込不可） 

※交付決定通知と共に、団体の連絡責任者にお送り致しますので、指定期日までに提出く

ださい 

（２）通帳等（金融機関名、支店名、口座番号、ご名義がわかるもの）の写し 
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１１ 決定通知後の変更や中止等について 

 

【変更等】 

申請内容に変更が生じた場合、事業の目的と効果が変わらない範囲（軽微な変更）であれ

ば、変更を届け出る（様式第８号 軽微変更届出書）ことにより、事業を行うことができます。 

軽微な変更にあたらないものは、対象事業とはならず補助金の返金が発生する場合がある

のでご注意ください。 

 

■事例 

①補助額に影響しない変更 

・団体事務所の所在地や代表者の変更等、補助決定事業の目的の達成に支障をきたすこと

がない、あるいは補助決定事業の実施効果の低下がない範囲での変更 

・事業実施場所、開催日時の変更など 

②補助額の減額を伴う変更 

・事務の効率化による経費の削減など 

※変更等がある場合はすぐにご相談いただき、速やかに届出書を提出してください 

※実績報告内容が申請内容と異なる場合は返金が発生する場合があります 

 

【流用等】 

原則、補助費目間の流用は認めていません。ただし、補助交付決定がされた後に、災害その

他のやむを得ない理由がある場合において、必要があると認めるとき（実際の支出費目と計画

時の費目とが乖離し、その理由が、その責めに帰すべき事情によらないもの）は、その事象が発

生した時点で変更を届け出る（様式第８号 軽微変更届出書）ことにより、審査会の承認を得

て交付決定時の補助金額の範囲内で流用することができます。 

※流用の必要がある場合はすぐにご相談いただき、速やかに届出書を提出してください 

※事前の届出がない場合、流用は認められません 

 

【中止等】 

補助交付決定がされた後に、天災地変、団体の都合などにより補助決定事業の実施ができ

ない場合は、 届出（様式第７号 事業（中止・廃止）承認申請書）を行う必要があります。 

※返金手続等については、別途ご連絡します。 
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１２ 実績報告 

 

補助対象事業が完了したときは、速やかに次の書類を郵送にて提出してください。 

提出前に、実績報告に係る「実績報告書類 提出用チェックシート」（P.３５）で実績報告書類

の内容を必ずご確認ください。 

 

【提出書類】 
（１）実績報告書（様式第１２号） 

（２）事業収支決算書（様式第１３号） 

（３）領収書（原本） 

※費目ごとに添付し、積算が明示される資料をご用意ください。 

※原本の還付を希望する場合は、コピーおよび返信用封筒をご用意ください。 

(4) 実績報告書類 提出用チェックリスト 

【提出先】〒272-８５０１ 市川市八幡１－１－１ NPO・市民活動支援課 

【提出期限】 

∟令和 8 年 2 月 28 日（原則） ※事業完了後、速やかな提出にご協力ください。 

・３月実施の事業については３月末日が期日となります。 

・期日までのご提出が難しい団体におかれましては、必ず事前にご相談ください 

 

１３ 交付確定額とその後の手続き 

 

実績報告に係る書類の審査を経て、交付確定額を算定し、申請者にお知らせします。 

 

【概算払を受けている場合】 

事業完了前に概算払で交付を受けた団体で、以下に該当する場合は、精算が必要です。 

  ※納付書をご用意しますので、期日までに指定金融機関で納付ください。 

（１）補助対象経費総額が交付された補助金の額の 2 倍未満であった場合 

→ 概算払で交付された金額から交付確定額を引いた差額を市に返金 

（２）算定した交付確定金額と補助対象事業に係る収入の合計額が事業に要する経費の  

合計額を超える（収入＞支出となる）場合 

→ その超える額を市に返金 
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【概算払を受けていない場合】 

交付確定額の通知を受けた後、次の書類をご提出ください。 

（１） 交付請求書（様式第１５号） 

 

１４ その他 

 

（１）情報の公開について 

この制度は、市民の皆さまに開かれた制度とするため、条例第８条６項に基づき、補助対象

事業の内容が公表されます。また、条例第１５条２項に基づき、実績報告書の内容も公表され

ます。 

 

（２）制度実施について 

各団体からの申請金額合計が予算額を上回った場合、上限金額３０万円、１５万円の設定

変更や、上回った分を按分して減額するなどが生じることもあります。 

 

（３）会計ソフトの提供について 

収支管理を支援するため、領収書やレシートの内容を入力すると、ボタン操作で経費毎の収

支管理や事業の実績表が出来上がる会計ソフトを提供しています。 

会計ソフトや操作方法の詳細は、市公式 Web サイトをご覧ください。 

 

http://www.city.ichikawa.lg.jp/res10/1111000009.html 
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審査会について 

 

市が税金を使って補助するにふさわしい、市民の理解が得られる事業や経費であることが

重要となるため、「市民に公益上の効果が見込まれるか」などの視点を審査する、審査会を設

けています。 

【審査委員の構成と任期】 

・学識経験者、関係団体からの推薦者、市民（書類選考・面接による公募）の１０名以内 

・任期は２年 

【審査内容】 

・交付申請をした市民活動団体及び事業の審査 

・4 回目以降に係る継続審査 

・実績報告に対する審査 

【審査のポイント】 

・市の税金を使って補助金を出すのにふさわしい事業か 

・市民の利益に寄与する事業か 

・事業の成果・効果の見込みがある事業か 

・事業計画の具体性・実現性 

・補助対象経費の適合性 

【団体への質疑】 

書類では十分に内容等が理解できない場合、団体に対し書面等による質疑を行う場合

があります。 

【団体へのヒアリング】 

書類による審査、質疑に対する回答では十分に内容等の理解ができない場合、団体から

直接説明を受けるためのヒアリングを実施する場合があります。 

【条件付きの承認】 

審査を行った結果、経費等の修正や、実施に対する条件をつけることで、補助交付をすべ

きとの承認がなされる場合があります。 

【審査会の公開】 

審査の透明性を担保するため、審査会は原則公開で行われ、会議録も市公式 Web サイ

トへ掲載されます。 
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Q&A 

 

補助対象経費に係る事例 

 

報償費 〇 ・演劇等の上演料、専門スタッフへの謝礼 

× ・講師等へのお礼のお花等、現金以外で渡すもの 

交通費 〇 ・事業のチラシ、パンフレットを配布するための交通費 

×  

消耗品費 〇 ・事業の目的に沿ったイベント等への出店に必要な食材費（焼きそば、フ

ランクフルト、焼き鳥等の材料） 

・修繕をするために購入した材料、グランド整備の補充用の土や砂・事業

の目的に沿っている茶道における茶菓代、スイカ割り大会におけるスイ

カ代、スポーツに関する事業における飲料水、塩あめ等の熱中症対策

用の食品 

× ・コンサート等で出演者等に渡す花束や品物 ・スポーツ大会やコンテスト

等でのトロフィー、メダル、賞状、また、参加賞など参加者に与えられる

記念品となるもの 

印刷製本費 〇 ・事業のチラシ、パンフレットの印刷代 

× ・会報や会員へ向けた資料の印刷代 

・コピー用紙の購入代金  

※自宅でチラシ等を印刷するための用紙代は、消耗品に該当 

通信運搬費 〇 ・郵便料 

× ・電話料、ＦＡＸ料 

保険料 〇 ・４月以前に支出した「保障期間が事業年度内」の保険料 

× ・火災、地震等の家屋に係る保険料 

使用料及び賃借料 〇  

× ・個人に車両等を借りた場合などの謝礼 

・団体構成員、又は事業実施団体、及びその関連団体に対して支払われ

ているもの 

・公の施設使用料減額団体の公の施設使用料 （※平成２９年度より「市

川市公の施設使用料 の減免に関する基準」の見直しに伴い新たに追

加） 

 ＜対象となる公の施設＞ 
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公民館、勤労福祉センター（本館、分館）、都市公園（国府台公園野球

場、国府台公園陸上競技場、国府台公園、行徳中央公園、塩焼中央公

園、北市川運動公園テニスコート及び北市川運動公園集会室に限る。）、

市民体育館、南行徳市民談話室、男女共同参画センター、文学ミュージ

アム、地域ふれあい館、アイ・リンクセンター、アイ・リンクタウン展望施設、

急病診療・ふれあいセンター集会室、全日警ホール（八幡市民会館） 

原材料費 〇 ・演劇等の舞台衣装、メイク、楽譜、著作権に関する費用 

×  

その他 〇  

×  

 

概算払の精算に係る返金事例 

 

概算払額から確定額を引いた金額が返金額となります 

 申請時の 

補助対象金額 

交付決定額 

＝概算払 
実績額 

実績時の 

補助対象金額 
返金額 

 

報償費 50,000 25,000 ０ 0   

交通費 3,000 1,500 20,000 1,500  ※１ 

消耗品費 5,000 2,500 30,000 2,500  ※１   

印刷製本費 30,000 15,000 10,000 5,000   

通信運搬費 5,000 2,500 15,000 2,500  ※１   

保険料 5,000 2,500 20,000 2,500  ※１   

使用料等 20,000 10,000 75,000 10,000  ※１   

原材料費 50,000 25,000 50,000 25,000   

合計 168,000 84,000 220,000 49,000 35,000 ※２ 

※１ 費目が実績額＞予算額であっても、補助金の額は概算払の額以上には増額できません 

※２ 実績総額＞予算総額であっても、補助金の算出基準は予算時の額から変更しません 
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資料編 

会則、規約等の例 
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各申請様式の記入例 

 

代表者氏名の前に、 

肩書（代表・会長 など）を入れてください。 
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※補助対象金額は、補助対象期間に係る

金額を記載ください 

対象期間 ： 4 月～翌 3 月までの金額 

※収入金額、支出金額は、申請事業に係る金額全てを

記載ください。   

対象期間 ： 4 月～翌 3 月までの金額 
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代表者氏名の前に、 

肩書（代表・会長 など）を入れてください。 
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※補助対象期間に関する記入のみとしてください

対象期間 ： 4 月～翌 3 月までの金額 
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※支出金額の内、補助対象金額をご記入ください。 

対象期間 ： 4 月～翌 3 月まで 

補助決定事業に係る収入・支出金額をご記入ください。 

対象期間： 4 月～翌 3 月まで 
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領収書提出時の注意点 

○交通費は詳細な内訳に署名または個人印が押印された一覧表の提出が必要です。
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交付申請時のチェックリスト 
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実績報告時のチェックリスト 
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お問い合わせ・提出先 

 

〒272-８５０１ 

市川市八幡１-１-１ 

市川市役所 NPO・市民活動支援課 

メールアドレス ： volunteer-support@city.ichikawa.lg.jp 

電 話 番 号 ： 047-712-8704 

令和６年１１月作成 




